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令 和 ２ 年 1 0 月 2 0 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開会

出 席 議 員（38名）

１番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

２番 坂 本 康 郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

３番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

４番 岩 切 達 哉 （県 民 連 合 宮 崎）

５番 武 田 浩 一 （宮崎県議会自由民主党）

６番 山 下 寿 （ 同 ）

７番 窪 薗 辰 也 （ 同 ）

８番 脇 谷 のりこ （ 同 ）

９番 佐 藤 雅 洋 （ 同 ）

10番 安 田 厚 生 （ 同 ）

11番 内 田 理 佐 （ 同 ）
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15番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）
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18番 髙 橋 透 （ 同 ）

19番 中 野 一 則 （宮崎県議会自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 外 山 衛 （ 同 ）

22番 西 村 賢 （ 同 ）

23番 山 下 博 三 （ 同 ）

24番 右 松 隆 央 （ 同 ）

25番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

26番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

27番 井 上 紀代子 （県 民 の 声）

28番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 太 田 清 海 （ 同 ）

32番 坂 口 博 美 （宮崎県議会自由民主党）

33番 日 高 博 之 （ 同 ）

34番 濵 砂 守 （ 同 ）

35番 二 見 康 之 （ 同 ）

36番 星 原 透 （ 同 ）

37番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）
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◎ 開 会

○丸山裕次郎議長 これより令和２年10月臨時

県議会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○丸山裕次郎議長 会議録署名議員に、西村賢

議員、有岡浩一議員を指名いたします。

◎ 会期決定

○丸山裕次郎議長 まず、会期についてお諮り

いたします。

今期臨時会の会期は、議会運営委員会の決定

のとおり、本日１日とすることに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山裕次郎議長 御異議ありませんので、そ

のように決定いたしました。

本日の日程は、お手元に配付の日程表のとお

りであります。〔巻末参照〕

◎ 知事発言

○丸山裕次郎議長 ここで、今回の日米共同訓

練に係る経緯等について、知事に発言を求めま

す。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。航空自衛隊新田原基地における日米共

同訓練について御報告申し上げます。

日米共同訓練は、日米安全保障体制の下、戦

術面の相互理解を深め、共同対処能力を高める

ために実施されております。

新田原基地での訓練は、沖縄の負担軽減の一

環として米軍再編に伴って行われる訓練移転で

あり、基地周辺の５市町と国との間で、県立ち

会いの下、平成19年に締結された協定に基づ

き、騒音対策や安全対策等が図られる中で、こ

れまで９回行われております。

この訓練時に使用する目的で、新田原基地内

には、米軍約200名を収容できる宿泊施設が平

成23年に整備されており、それ以降に行われた

５回の訓練におきましては、今回のように200人

規模の米軍人が参加した訓練も含め、全て基地

内で宿泊が行われております。

今回の訓練につきましては、県として国から

何ら説明を受けていない９月中旬、米軍が基地

の外に宿泊先を探しているという情報から判明

したものでありまして、直ちに九州防衛局へ確

認をしたところ、10月下旬から新田原基地で訓

練を実施し、その際の米軍の宿泊は基地の外と

なる方向で調整が進められているとの情報を得

たところであります。

県としましては、そもそも訓練等に係る宿泊

は、そのために整備された施設を利用すべきで

あり、また、事件・事故等への懸念があること

や、特に現時点においては新型コロナウイルス

感染症のリスクに対する不安が県民の間に広

がっていることから、米軍の宿泊については基

地内の宿泊施設とするよう、繰り返し九州防衛

局に求めてきたところであります。

そして、先ほど触れました基地周辺市町と国

との間で締結された協定におきましては、「国

は、訓練移転期間中における事件及び事故等の

事態が発生しないよう安全対策に努める」と定

められておりますので、これに基づいて誠意を

持って履行するよう求めてきたものでありま

す。

しかしながら、その後、方針が変更されない

ことに危機感を抱き、これまでは国の公式発表

を受けて行っておりました訓練に関する国に対
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する要請を、今回は極めて異例ではあります

が、公式に発表がなされる前の10月12日に実施

することといたしました。

私は戸敷正宮崎市長とともに、直接防衛省へ

出向き、大西宏幸防衛大臣政務官に対し、米軍

人の基地内宿泊を強く要請してきたところであ

ります。

また、15日には、総務政策常任委員会におき

まして、これまでの経緯を説明するとともに、

断固として米軍の基地内宿泊を求めていくとい

う強い決意を申し述べたところであります。

そして、16日には、廣瀨律子九州防衛局長か

ら、12日の要請に対する回答も含め、今回の訓

練計画の概要や、新型コロナウイルス感染症対

策、安全対策等について正式に説明を受けたと

ころでありますが、米軍の宿泊先につきまして

は、これまでと変わらず基地の外とするという

もので、県の要請に対して全く応えていない内

容でありました。

私としましては、到底受け入れられるもので

はなく、強い遺憾の意を示すとともに、再考す

るよう改めて強く訴えたところであります。

このような中、17日の夜になって、日米共同

訓練に係る米軍の先遣隊が19日に来県し、基地

の外に宿泊するという情報が、九州防衛局から

寄せられたところであります。

再三にわたり米軍の基地内宿泊を要請してい

る状況において、直前になって突然このような

重要な情報が寄せられたことに対し、私は強い

憤りを抱いたところであります。そのため、

翌18日、新田原基地の宿泊施設を視察した際

に、その場に同席しておられました廣瀨九州防

衛局長に、改めてこの内容について確認をし、

あまりにも遅く直前になって情報提供がなされ

たことや、基地の外に宿泊する方針であること

について厳重に抗議するとともに、先遣隊につ

いても基地内宿泊とするよう強く要請したとこ

ろであります。

また、19日には再度防衛省を訪れ、田上明彦

宮崎市副市長や武井俊輔衆議院議員、その他本

県選出の国会議員秘書の皆様と一緒に、中山泰

秀防衛副大臣に対し、改めて、米軍の宿泊につ

いて基地内で調整いただくよう、強く要請して

まいりました。

極めて残念ながら、中山副大臣からは、米軍

と様々な交渉を重ねてきたが合意に至らず、本

県が強く求めてまいりました米軍人の基地内の

宿泊は困難であるとの回答がありました。ま

た、ホテル滞在中は不要不急の外出を控えるよ

う要請するとともに、防衛省職員による24時間

体制での市内巡回を、これまでの人数を倍増し

て実施するなど、安全対策についても説明をい

ただいたところであります。

さらに、同19日には、航空自衛隊新田原基地

周辺協議会の５市町の首長及び議長等に郡司副

知事が同行し、廣瀨九州防衛局長に対し、地元

の総意として、米軍人の基地内宿泊等について

強く要請したところであります。

一方、このように国に対して繰り返し基地内

での宿泊を強く求めている中、昨日午前中、先

遣隊約50人が来県し、既に基地の外のホテルへ

の宿泊が始まっております。県及び関係市町か

らの要請を全く踏まえていないものであり、基

地の外での宿泊をなし崩し的に進めていると言

わざるを得ず、極めて遺憾であります。

今回、県議会におきまして、「日米共同訓練

における米軍人の基地内宿泊を求める意見書」

の提出に向け、臨時県議会を開催いただきまし

たことを大変心強く感じており、心から感謝を

申し上げます。
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私としましては、県民の安全・安心の確保に

向けて、関係市町と連携しますとともに、県議

会の皆様と一体となって、今後とも国に対し、

基地内の宿泊をはじめ、安全対策を徹底するよ

う強く働きかけてまいります。

県議会におかれましても、今般の状況に鑑

み、格別の御支援、御協力をよろしくお願い申

し上げます。以上であります。〔降壇〕

◎ 議員発議案送付の通知

○丸山裕次郎議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

令和２年10月20日

宮崎県議会議長 丸山裕次郎 殿

提出者 総務政策常任委員長 野﨑 幸士

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

日米共同訓練における米軍人の基地内宿泊

を求める意見書

◎ 議員発議案第１号上程

○丸山裕次郎議長 ただいま朗読いたしました

議員発議案第１号を議題といたします。

◎ 議員発議案第１号提案理由説明

○丸山裕次郎議長 ここで、提出者に提案理由

の説明を求めます。総務政策常任委員会、野﨑

幸士委員長。

○野﨑幸士議員〔登壇〕 それでは、総務政策

常任委員会を代表いたしまして、「日米共同訓

練における米軍人の基地内宿泊を求める意見

書」の提案理由について御説明いたします。

既に報道されておりますとおり、航空自衛隊

新田原基地において、来週、10月26日から実施

される日米共同訓練に参加する米軍人約200人

は、宿泊用に整備された基地内の宿泊施設を利

用せず、基地の外のホテルに宿泊するとされて

おります。

このことについて、所管する委員会として、

事実関係の確認を行う目的で、去る15日に、急

遽、委員会を招集し、執行部に対し、これまで

行ってきた国との交渉の経緯について説明を求

め、知事を交えて、様々な議論を行ったところ

であります。

その中で、委員より、本件に対する県の姿勢

についての質疑が相次ぎ、当局より、「国から

の内々の情報提供に対して、強い危機感を持っ

たことから、正式な連絡を待たずに、地元とし

て基地内の宿泊施設の利用を強く求めたところ

である。今後も引き続き、県民の安全の確保に

向けて、粘り強く努力してまいりたい」との答

弁がありました。

これに対しまして委員より、「一度認めてし

まえば、今後、なし崩し的に米軍人の基地の外

での宿泊が常態化してしまうことが強く懸念さ

れる。知事は県民の代表として、より強い姿勢

で交渉に向かうべきである」との意見がありま

した。

当委員会といたしましては、新田原基地内の

宿泊施設は、日米共同訓練に参加する米軍人の

ために整備されたものであって、県民の安全・

安心を確保する観点からも、当該施設を利用す

べきであるとの認識を改めて強くし、国に対し

て、米軍人の宿泊については、新田原基地内の
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宿泊施設を利用するよう強く求める意見書を提

出することについて、全会一致で決定したとこ

ろであります。

また、各自治体等が基地内での宿泊を要望し

ている中、米軍の先遣隊が、既に基地の外に宿

泊したことは甚だ遺憾であります。

このような現状を踏まえ、議員各位におかれ

ましては、意見書提出の趣旨を深くお酌み取り

いただき、御理解と御賛同を賜りますようお願

い申し上げまして、提案理由の説明とさせてい

ただきます。（拍手）〔降壇〕

○丸山裕次郎議長 提出者の説明は終わりまし

た。

質疑及び討論の通告はありません。

◎ 議員発議案第１号採決

○丸山裕次郎議長 これより採決に入ります。

議員発議案第１号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山裕次郎議長 御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

○丸山裕次郎議長 以上で今期臨時会の議事は

全て終了いたしました。

これをもちまして、令和２年10月臨時県議会

を閉会いたします。

午前10時13分閉会
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